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刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

一

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
刑
の
時
効
）

（
刑
の
時
効
）

第
三
十
一
条

刑
（
死
刑
を
除
く
。
）
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
は

第
三
十
一
条

刑
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
は
、
時
効
に
よ
り
そ
の

、
時
効
に
よ
り
そ
の
執
行
の
免
除
を
得
る
。

執
行
の
免
除
を
得
る
。

（
時
効
の
期
間
）

（
時
効
の
期
間
）

第
三
十
二
条

時
効
は
、
刑
の
言
渡
し
が
確
定
し
た
後
、
次
の
期

第
三
十
二
条

時
効
は
、
刑
の
言
渡
し
が
確
定
し
た
後
、
次
の
期

間
そ
の
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。

間
そ
の
執
行
を
受
け
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。

一

無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
三
十
年

一

死
刑
に
つ
い
て
は
三
十
年

二

十
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
二
十
年

二

無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
二
十
年

三

三
年
以
上
十
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
十
年

三

十
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
十
五
年

四

三
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
五
年

四

三
年
以
上
十
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
十
年

五

罰
金
に
つ
い
て
は
三
年

五

三
年
未
満
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
五
年

六

拘
留
、
科
料
及
び
没
収
に
つ
い
て
は
一
年

六

罰
金
に
つ
い
て
は
三
年

七

拘
留
、
科
料
及
び
没
収
に
つ
い
て
は
一
年

（
時
効
の
中
断
）

（
時
効
の
中
断
）

第
三
十
四
条

懲
役
、
禁
錮
及
び
拘
留
の
時
効
は
、
刑
の
言
渡
し

第
三
十
四
条

死
刑
、
懲
役
、
禁
錮
及
び
拘
留
の
時
効
は
、
刑
の

を
受
け
た
者
を
そ
の
執
行
の
た
め
に
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

言
渡
し
を
受
け
た
者
を
そ
の
執
行
の
た
め
に
拘
束
す
る
こ
と
に

中
断
す
る
。

よ
っ
て
中
断
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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二

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）

改

正

案

現

行

第
二
百
五
十
条

時
効
は
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
罪
で
あ
つ
て
禁
錮

（
新
設
）

以
上
の
刑
に
当
た
る
も
の
（
死
刑
に
当
た
る
も
の
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

完
成
す
る
。

一

無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
い
て
は
三
十
年

二

長
期
二
十
年
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
つ
い
て
は

二
十
年

三

前
二
号
に
掲
げ
る
罪
以
外
の
罪
に
つ
い
て
は
十
年

②

時
効
は
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
罪
で
あ
つ
て
禁
錮
以
上
の
刑
に

第
二
百
五
十
条

時
効
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
経
過
す
る
こ
と

当
た
る
も
の
以
外
の
罪
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
経

に
よ
つ
て
完
成
す
る
。

過
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
完
成
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

第
四
百
九
十
九
条

押
収
物
の
還
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が

第
四
百
九
十
九
条

押
収
物
の
還
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が

判
ら
な
い
た
め
、
又
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
つ
て
、
そ
の
物
を

判
ら
な
い
た
め
、
又
は
そ
の
他
の
事
由
に
よ
つ
て
、
そ
の
物
を

還
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
そ
の
旨

還
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
検
察
官
は
、
そ
の
旨

を
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

を
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
つ
て
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

②

第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
二
十
三

（
新
設
）

条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
又
は
第
二

百
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
押
収
物
を
還
付
し
よ
う
と
す

る
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
察
官
又
は
司
法
警
察
員

」
と
す
る
。

③

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に

②

公
告
を
し
た
と
き
か
ら
六
箇
月
以
内
に
還
付
の
請
求
が
な
い



- 3 -

還
付
の
請
求
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
物
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る

と
き
は
、
そ
の
物
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

。
④

前
項
の
期
間
内
で
も
、
価
値
の
な
い
物
は
、
こ
れ
を
廃
棄
し

③

前
項
の
期
間
内
で
も
、
価
値
の
な
い
物
は
、
こ
れ
を
廃
棄
し

、
保
管
に
不
便
な
物
は
、
こ
れ
を
公
売
し
て
そ
の
代
価
を
保
管

、
保
管
に
不
便
な
物
は
、
こ
れ
を
公
売
し
て
そ
の
代
価
を
保
管

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 4 -

三

少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

改

正

案

現

行

（
押
収
、
捜
索
、
検
証
、
鑑
定
嘱
託
）

（
押
収
、
捜
索
、
検
証
、
鑑
定
嘱
託
）

第
六
条
の
五

（
略
）

第
六
条
の
五

（
略
）

２

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
中
、

２

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
中
、

司
法
警
察
職
員
の
行
う
押
収
、
捜
索
、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託

司
法
警
察
職
員
の
行
う
押
収
、
捜
索
、
検
証
及
び
鑑
定
の
嘱
託

に
関
す
る
規
定
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
を
除
く
。
）
は
、
前

に
関
す
る
規
定
（
同
法
第
二
百
二
十
四
条
を
除
く
。
）
は
、
前

項
の
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

項
の
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
司
法
警
察
員
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
警
察
員

れ
ら
の
規
定
中
「
司
法
警
察
員
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
警
察
員

た
る
警
察
官
」
と
、
「
司
法
巡
査
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
巡
査

た
る
警
察
官
」
と
、
「
司
法
巡
査
」
と
あ
る
の
は
「
司
法
巡
査

た
る
警
察
官
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
同
法
第
四
百
九
十
九
条

た
る
警
察
官
」
と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
同
法
第
四
百
九
十
九
条

第
一
項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
警
視
総
監
若
し
く
は
道

第
一
項
中
「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
「
警
視
総
監
若
し
く
は
道

府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
」
と
、
「
政
令
」
と
あ
る
の

府
県
警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
」
と
、
「
政
令
」
と
あ
る
の

は
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
国
庫
」

は
「
国
家
公
安
委
員
会
規
則
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
国
庫
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
警
察
又
は
警
察
署
の
属
す
る
都

と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
警
察
又
は
警
察
署
の
属
す
る
都

道
府
県
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

道
府
県
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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四

武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）

改

正

案

現

行

（
差
入
物
の
取
扱
い
）

（
差
入
物
の
取
扱
い
）

第
百
五
十
五
条

（
略
）

第
百
五
十
五
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四

５

刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
四

百
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す

百
九
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す

る
事
由
に
よ
り
現
金
を
引
き
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

る
事
由
に
よ
り
現
金
を
引
き
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中

「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
捕
虜
収
容
所
長
」
と
読
み
替
え

「
検
察
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
捕
虜
収
容
所
長
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。


